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訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義について（三・完）
 

論　
　
　

説訴
因
の
特
定
に
お
け
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
可
能
性
」 

の
意
義
に
つ
い
て
（
三
・
完
）

松
　
　
田
　
　
岳
　
　
士

四　
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
の
関
係

　

⑴　

こ
の
よ
う
に
、
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
可
能
性
」
が
、
当
該
訴
因
と

「
他
の
犯
罪
事
実
」
と
の
間
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
可
能
性
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
区
別
」
の
内
容
・
基
準
・

方
法
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
判
断
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
、
公
訴
の
対
象
事
実
た
る
訴
因
と
、
別
の
訴
追
の
対
象
と
な
り
、

ま
た
は
立
証
過
程
に
表
わ
れ
て
き
た
犯
罪
事
実
の
間
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
を
判
別
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
と
い
う
─
─
従
来
の
判
例
な
い
し
主
要
な
学
説
か
ら
看
取
さ
れ
る
─
─
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の

下
で
複
数
訴
因
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
の
内
容
・
基
準
・
方
法
と
の
符
合
性
な
い
し
整
合
性
と

い
う
観
点
か
ら
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
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）
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論　　　説
　

⑵　

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
に
い
う
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
上
、
様
々
な
観
点
か
ら
錯
綜
し
た
議

論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、
こ
れ
を
、
刑
罰
権
の
発
生
事
由
ま
た
は
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
し
て
の
同
一
性
に
求
め
る

見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
意
義
を
─
─
手
続
法
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
─
─
刑
罰
権
の
発
生
事
由
ま

た
は
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
い
っ
た
実
体
法
的
な
観
点
か
ら
理
解
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
が
訴
因
変
更
の

限
界
を
同
概
念
に
よ
り
画
す
る
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、「
刑
事
手
続
に
よ
る
刑
罰
権
（
実
体
法
）
の
具
体
的
実
現
に
際
し
て
、

別
訴
で
二
つ
以
上
の
有
罪
判
決
が
併
存
し
二
重
処
罰
の
実
質
が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
」
た
め
に
「
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
生
じ
る
訴

因
を
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
自
体
を
許
さ
な
い
と
す
る
こ
と
」
に
求
め
る
か
（
二
重
処
罰
回
避
説
）、
そ
れ
と
も
、「
刑
事
訴
訟
が
、
被

告
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
理
由
と
な
る
犯
罪
の
渉
猟
的
あ
る
い
は
五
月
雨
的
な
探
索
の
場
と
な
ら
な
い
よ
う
に
訴
因
変
更
の
限
界

を
画
す
る
」
こ
と
に
求
め
る
か
（
訴
追
関
心
拡
張
禁
止
説
）
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
う
る
。

　

こ
の
う
ち
、
前
者
の
見
解
に
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
説
明
と
し
て
は
看
過
で
き
な
い
重
大
な
問
題
が
あ
り
、
ま
た
、

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
直
接
的
に
は
─
─
審
判
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
で
は
な
く
─
─
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同

一
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
刑
罰
権
（
実
体
法
）
の
具
体
的
実
現
」
と
い
う
表
現
は
、「
刑
事
責
任
の
追
及
」
と
い
い
か

え
る
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
体
法
的
な
事
情
に
着
目
す
る
点
に
お
い
て
は
後
者
の
見
解
と
共
通
す
る
た
め
、
両
見

解
か
ら
導
か
れ
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
内
容
・
基
準
は
基
本
的
に
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
訴
追
関
心
拡
張
禁
止
説
の
下
で
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
複
数
訴
因
間
に
、
法
益
侵
害
結
果
な
い
し
行
為
が

共
通
す
る
が
ゆ
え
に
「
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
由
と
し
て
非
両
立
な
い
し
択
一
的
な
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、

ま
た
は
、「
実
体
法
（
罪
数
論
）
上
『
一
罪
』
の
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
二
重

（
99
）

（
100
）

（
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）

（
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）

（
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）（
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）
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訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義について（三・完）

処
罰
回
避
説
の
下
で
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、「
別
訴
に
依
り
二
つ
以
上
の
有
罪
判
決
が
併
存
す
れ
ば
二
重
処
罰
の
実
質
を
生

じ
る
よ
う
な
場
合
の
訴
因
間
の
関
係
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
こ
に
は
、
両
訴
因
が
「
ど
ち
ら
か
一
方
で
だ
け
処
罰
す
れ
ば
足

り
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
立
し
得
な
い
択
一
関
係
に
あ
る
」
場
合
と
、
両
訴
因
が
「
実
体
法
上
一
罪
関
係
に
あ
る
」
場
合
が
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、「
ど
ち
ら
か
一
方
で
だ
け
処
罰
を
す
れ
ば
足
り
る
」
と
い
う
意
味

で
「
両
立
し
得
な
い
択
一
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
由
と
し
て
非
両
立
な
い

し
択
一
的
な
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
同
様
に
、
当
該
複
数
訴
因
間
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
が
「
同
じ
」
で
あ
る
（「
公

訴
事
実
の
狭
義
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
）
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
実
体
法
上
一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
が
「
一
つ
」
で
あ
る
（「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、

両
見
解
に
お
け
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
内
容
・
基
準
は
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
見
解
の
下
で
も
、
新
旧
訴
因
間
に
お
け
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
両
訴

因
事
実
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
が
同
じ
か
異
な
る
か
（「
公
訴
事
実
の
狭
義
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
）
ま
た
は
一

つ
か
複
数
か
（「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
）
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、

訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
、
当
該
公
訴
の
対
象
事
実
た
る
訴
因
と

「
他
の
犯
罪
事
実
」
と
の
間
で
の
、
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
の
判
別
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

　

⑶　

他
方
、
判
例
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
、「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
の
問
題
と
し
て
理
解
し
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、

判
例
に
お
け
る
こ
の
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
の
判
別
内
容
・
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
も
ま
し
て
さ
ら
に
明
確

に
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
の
そ
れ
と
の
符
合
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
105
）
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論　　　説
　

判
例
は
、
ま
ず
、
複
数
の
訴
因
間
に
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、「
各
具
体
的
場
合
に
於
け
る

個
別
的
判
断
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
─
─
一
部
の
学

説
が
説
い
て
き
た
よ
う
に
、「
罪
質
」
ま
た
は
「
構
成
要
件
」
の
同
一
性
な
い
し
類
似
性
と
い
っ
た
規
範
的
・
法
律
的
な
観
点
を
加
え

て
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
─
─
も
っ
ぱ
ら
「
事
実
関
係
」
の
同
一
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
に
解

さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
は
、
た
と
え
ば
、
同
一
構
成
要
件
に
該
当
す
る
複
数
の
訴
因
で
あ
っ
て
も
、「
基
本
的
事
実
関
係
」
を

異
に
す
る
な
ら
ば
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
基
本
的
事
実
関
係
」
が
同
一
で
あ
れ
ば
、

構
成
要
件
が
異
な
っ
て
も
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
可

能
性
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
、
た
と
え
ば
、
日
時
・
場
所
・
方
法
の
記
載
に
幅
の
あ
る
密
出
国
罪
や

覚
せ
い
剤
使
用
罪
に
つ
い
て
、
同
一
構
成
要
件
に
該
当
す
る
複
数
の
事
実
の
間
で
も
、
密
出
国
や
覚
せ
い
剤
使
用
の
「
行
為
」
の
異
同

の
判
別
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
と
な
る
一
方
で
、
殺
人
と
傷
害
致
死
の
よ
う
に
、
異
な
る
構
成
要
件
に
該
当
す
る
複
数
の
事
実
の
間
で

も
、
被
害
者
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
実
際
上
問
題
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

問
題
は
、
こ
こ
に
「
基
本
的
事
実
関
係
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
両
訴
因
の
「
事
実
関
係
」
に
い
か
な
る
観
点

か
ら
「
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
複
数
訴
因
間
に
お
い
て
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」、
ひ
い
て
は
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
理
由
を
、
両
訴

因
の
「
非
両
立
性
（
択
一
性
）」
に
求
め
る
も
の
と
さ
れ
る
一
連
の
最
高
裁
判
例
─
─
す
な
わ
ち
、
最
判
昭
和
二
九
年
五
月
一
四
日
刑

集
八
巻
五
号
六
七
六
頁
、
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
〇
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
四
一
六
頁
、
最
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
一
一
日
刑
集
一

三
巻
一
三
号
三
一
九
頁
、
最
決
昭
和
五
三
年
三
月
六
日
刑
集
三
二
巻
二
号
二
一
八
頁
、
最
決
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
四
二
巻

（
106
）

（
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）

（
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八
号
一
一
〇
〇
頁
（
以
下
、「
昭
和
六
三
年
決
定
」
と
い
う
）
─
─
の
内
容
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
複
数
訴
因
間
に
、
法
益
侵
害
結
果
（
被
害
）
な
い
し
行
為
に
一
定
の
共
通
性
が
あ
る
が
ゆ
え
に
被

告
人
の
処
罰
事
由
と
し
て
両
立
し
な
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
を
認
め
る
も
の

と
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
「
基
本
的
事
実
関
係
」
と
は
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
基
本
的
理
由

と
な
る
事
実
関
係
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
同
一
性
」
判
断
は
、
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
の
判
別
を
問
題
と
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
判
例
に
お
い
て
も
、

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
複
数
訴
因
間
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
事
由
と
し
て

の
異
同
の
判
別
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
昭
和
六
三
年
決
定
を
例
に
検
証
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

同
決
定
は
、「『
ｙ
ち
ゃ
ん
』
こ
と
Ｙ
某
と
共
謀
の
上
、
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
六
日
午
後
五
時
三

〇
分
こ
ろ
、
栃
木
県
芳
賀
郡
ａ
町
ｂ
番
地
の
被
告
人
方
に
お
い
て
、
右
Ｙ
を
し
て
自
己
の
左
腕
部
に
覚
せ
い
剤
で
あ
る
フ
エ
ニ
ル
メ
チ

ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
約
〇
・
〇
四
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
水
溶
液
約
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
注
射
さ
せ
、
も
つ
て
、
覚
せ
い
剤
を
使

用
し
た
」
旨
の
訴
因
と
、「
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
六
日
午
後
六
時
三
〇
分
こ
ろ
、
茨
城
県
下
館
市

ｃ
番
地
の
ｄ
所
在
ス
ナ
ツ
ク
『
Ｚ
』
店
舗
内
に
お
い
て
、
覚
せ
い
剤
で
あ
る
フ
エ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
約
〇
・
〇
四
グ
ラ
ム

を
含
有
す
る
水
溶
液
約
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
自
己
の
左
腕
部
に
注
射
し
、
も
つ
て
、
覚
せ
い
剤
を
使
用
し
た
」
旨
の
訴
因
の
間

に
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
を
認
め
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
案
に
お
い
て
、

「
検
察
官
は
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
八
日
に
任
意
提
出
さ
れ
た
被
告
人
の
尿
中
か
ら
覚
せ
い
剤
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
と
捜
査
段
階
で

の
被
告
人
の
供
述
に
基
づ
き
、
…
…
起
訴
状
記
載
の
訴
因
の
と
お
り
に
覚
せ
い
剤
の
使
用
日
時
、
場
所
、
方
法
等
を
特
定
し
て
本
件
公
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訴
を
提
起
し
た
が
、
そ
の
後
被
告
人
が
そ
の
使
用
時
間
、
場
所
、
方
法
に
関
す
る
供
述
を
変
更
し
、
こ
れ
が
信
用
で
き
る
と
考
え
た
こ

と
か
ら
、
新
供
述
に
そ
つ
て
訴
因
の
変
更
を
請
求
す
る
に
至
つ
た
」
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
両
訴
因
は
、
そ
の
間
に
覚
せ
い
剤
の
使
用

時
間
、
場
所
、
方
法
に
お
い
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
被
告
人
の
尿
中
か
ら
検
出
さ
れ
た
同
一
覚
せ
い
剤
の
使
用
行

為
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
事
実
上
の
共
通
性
が
あ
り
、
両
立
し
な
い
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
基
本
的
事
実
関
係
に
お

い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
判
示
は
、
当
該
事
案
に
お
い
て
検
察
官
が
訴
因
変
更
請
求
に
至
っ
た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
新
旧
訴
因
間
に
お
い
て
、
覚
せ
い
剤

の
「
使
用
行
為
」
と
い
う
覚
せ
い
剤
使
用
罪
に
お
い
て
刑
事
責
任
発
生
の
単
位
と
な
る
事
実
に
「
共
通
性
」
が
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ

て
、
両
訴
因
間
に
は
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
し
て
「
両
立
し
な
い
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

「
基
本
的
事
実
関
係
」
の
同
一
性
を
認
め
る
趣
旨
に
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
両
訴
因
が
「
基
本
的
事
実
関
係

に
お
い
て
同
一
」
か
否
か
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
両
事
実
を
理
由
と
し
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
新
訴
因
が
、
旧
訴
因
と
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
し
て
両
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
訴
因

の
間
に
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
被
告
人
に
刑
事
責
任
を
追
及
し
う
る
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
訴
因
は
、

旧
訴
因
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
と
は
別
異
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
反
対
に
、
両
立
し
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
し
か
被
告
人
に
刑
事
責
任
を
追
及
で
き
な
い
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
訴
因
は
、
旧

訴
因
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
の
と
同
一
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
判
例
は
、
─
─
一
事
不
再
理
効
の
物
（
事
実
）
的
範
囲
と
の
関
連
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
─
─
複
数
訴
因
の
間
に
、
各
別

に
犯
罪
を
成
立
さ
せ
得
る
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
「
包
括
的
一
罪
を
構
成
す
る
」
な
ら
ば
「
公
訴
事
実
の

単
一
性
を
肯
定
で
き
る
」
と
す
る
（
平
成
一
五
年
判
決
）。
こ
れ
は
、
法
益
侵
害
結
果
（
被
害
）
な
い
し
行
為
と
い
っ
た
刑
事
責
任
追
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及
の
基
本
的
理
由
と
な
る
事
実
関
係
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
被
告
人
の
処
罰
理
由
の
内
訳
と
し
て
両
立
し
得
る
訴
因
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
間
に
実
体
法
上
の
一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
異
な
る
も

の
で
は
な
い
た
め
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
認
め
て
よ
い
と
い
う
趣
旨
に
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
内
容
・
基
準
は
、
複
数
の
訴
因
間
に
お
い
て
追
及
さ
れ
る
刑

事
責
任
が
同
じ
か
異
な
る
か
、
ま
た
は
、
一
つ
か
複
数
か
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

や
は
り
、
─
─
昭
和
六
三
年
決
定
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
二
つ
の
覚
せ
い
剤
使
用
罪
に
関
す
る
訴
因
の
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」

が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
別
が
、
覚
せ
い
剤
使
用
行
為
の
異
同
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、（
と
り
わ
け

日
時
・
場
所
・
方
法
の
記
載
に
幅
の
あ
る
）
同
罪
の
訴
因
の
特
定
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と
そ
の

内
容
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
─
─
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他

の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
の
内
容
・
基
準
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

⑷　

他
方
、
複
数
訴
因
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
別
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
前
よ
り
、
審
判
対
象
論

に
お
け
る
公
訴
事
実
対
象
説
と
訴
因
対
象
説
の
対
置
を
背
景
と
し
て
、
ま
た
、「
公
訴
事
実
（
の
同
一
性
）」
概
念
の
性
質
論
と
も
関
連

し
て
、
そ
の
方
法
を
、
訴
因
の
背
後
に
あ
る
同
一
の
社
会
的
・
歴
史
的
事
実
へ
の
帰
属
の
有
無
の
検
討
に
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
訴

因
と
訴
因
の
比
較
に
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
最
近
で
は
、
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
方
法

0

0

に
つ
い
て
は
、
訴
因
と
訴
因
の
事
実
関
係
の
比
較
に
よ
る
こ

と
を
共
通
の
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
際
に
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
事
実
を
判
断
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、

そ
の
判
断
資
料

0

0

の
問
題
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
訴
事
実
対
象
説
と
訴
因
対
象

説
の
実
際
上
の
対
立
は
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
資
料
に
つ
い
て
は
、「
検
察
官
が
訴
因
と
し
て
化
体
し
た
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
を
直
接
、

あ
る
い
は
間
接
に
指
向
す
る
訴
因
の
背
後
に
あ
る
具
体
的
な
社
会
的
諸
事
情
…
…
に
着
目
し
」
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
公
訴

事
実
対
象
説
的
な
）
立
場
か
ら
、
そ
の
社
会
的
諸
事
情
は
、「
訴
因
だ
け
で
な
く
、
検
察
官
の
訴
因
に
対
す
る
釈
明
、
冒
頭
陳
述
、
証

拠
請
求
、
請
求
さ
れ
た
証
拠
等
の
証
拠
調
べ
の
結
果
を
も
含
め
た
審
理
の
全
過
程
に
現
れ
た
と
こ
ろ
を
資
料
と
し
て
確
定
す
べ
き
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、「『
訴
因
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
事
実
』
を
訴
訟
外
に
実
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
と
す
る
の
は
不
適
当

で
あ
」
り
、「
審
判
対
象
は
、
…
…
訴
因
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
す
る
（
訴
因
対
象
説
的
な
）
立
場
か
ら
も
、
裁
判
所
は
、「
訴
因

に
明
示
・
記
載
さ
れ
た
事
実
」
だ
け
で
な
く
、「
検
察
官
が
求
釈
明
に
応
じ
て
主
張
す
る
事
実
」
や
、「
訴
因
変
更
の
可
否
を
決
定
す
る

時
点
…
…
ま
で
の
証
拠
調
べ
の
結
果
に
よ
り
裁
判
所
が
認
定
で
き
る
事
実
」
を
も
判
断
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て

お
り
、
両
者
の
結
論
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
訴
因
対
象
説
と
公
訴
事
実
対
象
説
の
対
立
点
は
、
元
来
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
判
断
の

際
に
、「
何
と
何
を
比
較
す
る
か
」、
あ
る
い
は
、「
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
事
実
を
判
断
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
っ
た

そ
の
判
断
方
法
な
い
し
資
料
の
如
何
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
、
複
数

0

0

訴
因
間
の
関
係
性
を
問
題
と
し
、

し
た
が
っ
て
、
比
較
対
象
と
な
る
他
の
訴
因
が
提
示
さ
れ
て
初
め
て
問
題
と
な
る
事
柄
と
し
て
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
他
の
訴
因
と

の
関
係
性
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
観
念
で
き
る
事
柄
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
そ
の
性
質
論
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
「
訴
因
と
訴
因
と
の
比
較
の
問
題
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
基
本
的
に
共

有
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」
と
い
う
意
味
で
、
複
数

0

0

訴
因
の
間
の
関
係
性
を
問
題

と
し
、
し
た
が
っ
て
、
比
較
対
象
と
な
る
別
の
訴
因
が
提
示
さ
れ
て
初
め
て
問
題
と
な
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
認
識

が
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
別
は
、
そ
の
性
質
と
い
う
意
味

に
お
い
て
も
、
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
、「
区
別
を
す
べ
き
二

個
の
犯
罪
事
実
が
訴
追
の
対
象
と
な
り
、
又
は
立
証
過
程
に
表
わ
れ
て
き
た
と
き
に
初
め
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
離

れ
て
抽
象
的
に
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
」、
あ
る
い
は
、「
他
の
犯
罪
事
実
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
場
合
に
初
め
て
…
…

問
題
と
な
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
と
符
合
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

⑸　

こ
の
よ
う
に
、
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
の
確
保
が
要
請
さ
れ
る
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
の
内
容
が
、
訴
因

変
更
の
限
界
を
画
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
〔
す
る
〕」
か
否
か
の
判
別
内
容
と
一
致
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
が
「
公
訴
事
実
は
、
訴
因
を
明
示
し
て
こ
れ
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
訴
因
は
、「
公
訴
事
実
」
の
記
載
方
法
な
い
し
内
容
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
起
訴
状
の
記
載
に
お
い
て
「
公
訴

事
実
」
を
特ア

イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ

定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
訴
因
を
特
定
す
る
こ
と
と
訴
因
変
更
の
範
囲
を
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
し
な
い
限
度
」
に
留
め
る
こ

と
が
、
と
も
に
公
訴
の
効
力
の
物
（
事
実
）
的
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
の
要
請
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
容
易
に
了
解
可
能
と
な
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
刑
訴
法
が
、
起
訴
状
に
お
い
て
「
公
訴
事
実
」
と
し
て
訴
因
を
明
示
し
つ
つ
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
特
定
す
る
こ
と
を

要
請
す
る
一
方
で
、
そ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
し
な
い
限
度
に
お
い
て
」
の
み
「
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
、
撤
回
又
は
変
更
を

許
」
す
の
は
、
訴
追
の
「
前
後
を
通
じ
て
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
公
訴
事
実
が
別
個
の
も
の
と
な

れ
ば
、
被
告
事
件
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
新
な
起
訴
の
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
趣

旨
に
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
公
訴
の
効
力
に
は
、
そ
れ
が
、「
公
訴
事
実
、
す
な
は
ち
検
察
官
の
起
訴
状
に
お
い
て
指
定
し
た

（
118
）

（
119
）

（
120
）
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犯
罪
事
実
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
」、
そ
れ
「
以
外
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
─
─
「
公
訴
は
、
検
察
官
の
指
定
し
た

被
告
人
以
外
の
者
に
そ
の
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い
」
旨
定
め
る
同
法
二
四
九
条
の
下
で
妥
当
す
る
「
人
的
限
界
」
に
加
え
て
─
─
「
物
的

限
界
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑹　

そ
の
上
で
、「
公
訴
事
実
」、
あ
る
い
は
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
し
て
の
訴
因
の
特
定
の
意
義
が
、「
他
の
犯
罪
事
実
」
と
の

間
で
の
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
の
判
別
可
能
性
の
確
保
に
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
複
数
の
訴
因
事
実
間
に
お
い
て
「
公
訴
事
実

の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
も
、
同
様
に
他
の
訴
因
事
実
と
の
間
で
の
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
の
判
別
と
い
う

か
た
ち
で
行
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、「
公
訴
事
実
」
の
単
位
が
、
そ
れ
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
に
求
め
ら
れ

る
、
あ
る
い
は
、
公
訴
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
毎
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
は
、
他
の
刑
事
責
任

（
の
追
及
理
由
と
な
る
事
実
）
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、「
公
訴
」

な
い
し
「
公
訴
事
実
」
の
概
念
あ
る
い
は
関
連
諸
規
定
の
内
容
と
も
整
合
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
公
訴
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
学
説
上
は
、
一
般
に
、「
公
の
立
場
で
な
さ
れ
る
刑
事
の
訴
え
」
で
あ
っ
て
、「
特
定
の

刑
事
事
件
に
つ
き
、
裁
判
所
に
対
し
て
実
体
審
判
を
請
求
す
る
訴
え
」、
あ
る
い
は
、「
特
定
の
刑
事
事
件
に
つ
き
裁
判
所
の
審
判
を
求

め
る
意
思
表
示
」
を
意
味
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
「
特
定
の
刑
事
事
件
」
と
は
、
検
察
官
が
裁
判
所
の
審
判
を
請

求
す
る
理
由
で
あ
る
と
同
時
に
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
、
刑
法
が
定
め
る
構
成
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
特
定
の
主
体
に
よ
り
、
過

去
の
一
定
の
日
時
、
場
所
に
お
い
て
一
定
の
方
法
に
よ
り
実
現
な
い
し
具
体
化
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
歴
史
的
な
」
性
格
を

も
つ
が
ゆ
え
に
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
な
る
事
実
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
実
体
法
上
、
国
家

に
特
定
の
者
に
対
す
る
刑
罰
権
を
発
生
さ
せ
る
事
由
と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
検
察
官
が
同
人
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
し
て
、
裁
判

所
に
実
体
審
判
を
請
求
す
る
対
象
と
な
る
「
事
件
」
の
こ
と
を
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、「
公
訴
」
は
、
そ

（
121
）

（
122
）

（
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）

（
124
）

（
125
）

（
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）

（
127
）
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れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
毎
に
成
立
す
る
と
の
理
解
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
学
説
上
の
「
公
訴
」
概
念
お
よ
び
そ
の
「
単
位
」
に
関
す
る
理
解
は
、
刑
訴
法
が
、「
刑
罰
法
令
を
…
…
適
用
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）」
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
で
あ
る
と
と
も
に
、「
公
訴
の
提
起
は
、
起
訴
状
を
提
出
し
て
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
そ
の
起
訴
状
に
は
、「
被
告
人
の
氏
名
そ
の
他
被
告
人
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」、
そ
し
て
「
公
訴
事
実
」

を
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
特
定
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
は
、「
公
の
立
場
で
な
さ
れ
る
刑
事
の
訴
え
」
で
あ
る
「
公
訴
」
は
、
そ
の
人
的
対
象
お
よ
び
物

（
事
実
）
的
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
る
「
被
告
人
」
お
よ
び
「
公
訴
事
実
」
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
、
し
た
が
っ

て
、
そ
の
「
被
告
人
」
お
よ
び
「
公
訴
事
実
」
毎
に
成
立
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
実
体
法

上
、
刑
事
責
任
が
、
特
定
の
主
体
に
つ
い
て
、
特
定
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
実
現
な
い
し
具
体
化
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
発

生
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
刑
事
責
任
の
追
及
理
由
な
い
し
対
象
と
し
て
起
訴
状
に
そ
の
記
載
が
要
求
さ
れ
る
項
目
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
当
該
「
公
訴
」
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
を
特
定
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
公
訴
」
の
単
位
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

本
稿
二
参
照
。

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
松
田
岳
士
「
刑
事
訴
訟
法
三
一
二
条
一
項
に
つ
い
て

（
一
）
─
─
脱
『
審
判
対
象
論
』
の
試
み
」
阪
大
法
学
六
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
五
頁
以
下
参
照
。

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
意
義
を
純
粋
に
手
続
的
な
観
点
か
ら
と
ら
え
る
見
解
（
手
続
的
利
益
考
量
説
）
に
は
、
主
と
し
て
、
こ
れ
を
、

訴
因
変
更
に
よ
る
検
察
官
・
被
告
人
の
訴
追
・
防
御
範
囲
拡
大
の
利
益
・
不
利
益
と
一
事
不
再
理
効
が
及
ぶ
範
囲
拡
大
の
不
利
益
・
利
益
の
比

（
128
）

（
129
）

（
130
）（

98
）

（
99
）

（
100
）
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較
衡
量
、
あ
る
い
は
、
証
拠
な
い
し
防
御
内
容
が
共
通
す
る
事
件
の
一
回
的
処
理
の
便
宜
と
い
っ
た
手
続
的
関
心
か
ら
訴
因
変
更
の
限
界
（
可

否
）
を
画
す
る
概
念
と
し
て
理
解
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
あ
り
（
松
田
・
前
掲
注（
99
）九
一
頁
以
下
）、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
下
で
は
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
と
の
間
に
は
直
接
的
な
関
係
は
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
、
当
該
訴
因
と
他
の
犯
罪
事
実
の
間
で
の
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任

の
異
同
の
判
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
訴
因
変
更
と
一
事
不
再
理
の
範
囲
に
関
す
る
利
益
衡
量
の
結
果
や
、
証
拠
な

い
し
防
御
内
容
の
同
一
性
判
断
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

酒
巻
・
前
掲
注（
64
）三
〇
二
頁
。
そ
の
ほ
か
、
大
澤
裕
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
単
一
性
（
下
）」
法
学
教
室
二
七
二
号
（
二
〇
〇
三

年
）
八
八
頁
を
は
じ
め
、
長
沼
＝
池
田
・
前
掲
注（
25
）一
〇
一
頁
以
下
〔
長
沼
発
言
〕、
古
江
・
前
掲
注（
22
）二
二
一
頁
以
下
等
、
多
数
の
見

解
が
二
重
処
罰
回
避
説
を
採
用
な
い
し
支
持
す
る
。

宇
藤
崇
＝
松
田
岳
士
＝
堀
江
慎
司
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
八
年
）
二
三
八
頁
以
下
〔
松
田
岳
士
〕。

松
田
岳
士
「
刑
事
訴
訟
法
三
一
二
条
一
項
に
つ
い
て
（
三
・
完
）
─
─
脱
『
審
判
対
象
論
』
の
試
み
」
阪
大
法
学
六
三
巻
五
号
（
二
〇
一

四
年
）
二
七
頁
以
下
参
照
。

宇
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
102
）二
四
三
頁
〔
松
田
〕。

酒
巻
・
前
掲
注（
64
）三
〇
三
頁
。

最
判
昭
和
二
九
年
五
月
一
四
日
刑
集
八
巻
五
号
六
七
六
頁
。

た
と
え
ば
、
罪
質
同
一
説
（
小
野
清
一
郎
『
新
刑
事
訴
訟
法
概
論
』（
法
文
社
、
一
九
四
八
年
）
一
三
七
頁
以
下
）、
構
成
要
件
共
通
説

（
団
藤
重
光
『
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
一
五
一
頁
）、
構
成
要
件
類
似
説
（
高
田
卓
爾
『
刑
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院

新
社
、
二
訂
版
、
一
九
八
四
年
）
一
四
一
頁
）
等
が
こ
れ
に
当
た
る
。

実
際
、
判
例
の
な
か
に
は
、
恐
喝
と
収
賄
、
詐
欺
と
寄
付
募
集
に
関
す
る
条
例
違
反
と
い
っ
た
罪
質
や
構
成
要
件
を
異
に
す
る
訴
因
間
に

も
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
（
最
判
昭
和
二
五
年
九
月
二
一
日
刑
集
四
巻
九
号
一
七
二
八
頁
、
最
決
昭
和
四
七
年
七
月
二
五

日
刑
集
二
六
巻
六
号
三
六
六
頁
等
）。

詳
し
く
は
、
松
田
・
前
掲
注（
103
）三
〇
頁
参
照
。

長
沼
＝
池
田
・
前
掲
注（
25
）一
〇
五
頁
〔
池
田
発
言
〕、
的
場
純
男
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
⑵
」
井
上
正
仁
ほ
か
編
『
刑
事
訴
訟
法
判
例

（
101
）

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
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）

（
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）

（
108
）

（
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）

（
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）
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百
選
』（
有
斐
閣
、
第
九
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
三
頁
等
参
照
。

判
例
は
、「
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
」
複
数
の
訴
因
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
欠
く
」
も
の
と
し
（
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
二
一
日
刑

集
一
二
巻
二
号
二
八
八
頁
）、
現
訴
因
と
併
合
罪
関
係
に
立
つ
よ
う
な
事
実
で
被
告
人
を
訴
追
す
る
に
は
、「
訴
因
変
更
請
求
で
は
な
く
追
起
訴

の
手
続
に
よ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
す
る
（
最
決
平
成
一
八
年
一
一
月
二
〇
日
刑
集
六
〇
巻
九
号
六
九
六
頁
）
が
、
こ
れ
は
、「
併
合
罪
の
場
合

に
は
複
数
の
犯
罪
事
実
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
各
自
は
互
に
相
独
立
し
て
存
在
し
得
る
（
右
の
昭
和
三
三
年
判
決
に
関
す
る
足
立
勝
義
「
判

解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
三
三
年
度
』（
法
曹
会
、
一
九
五
九
年
）
七
〇
頁
）」
た
め
、
別
異
の
刑
事
責
任
追
及
事
由
と
し
て
、

両
訴
因
間
に
は
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
趣
旨
に
解
さ
れ
る
。

そ
の
出
発
点
と
さ
れ
る
の
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
つ
い
て
「
訴
因
と
訴
因
と
の
比
較
の
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
（
訴
因
対

象
説
）
と
「
嫌
疑
な
い
し
存
在
す
る
事
実
そ
の
も
の
の
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
（
公
訴
事
実
対
象
説
）
を
対
置
す
る
見
解
（
平
野
龍
一

『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
）
一
一
六
頁
）
で
あ
る
。

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
田
宮
・
前
掲
注（
97
）一
七
頁
以
下
、
川
口
・
前
掲
注

（
83
）
三
七
八
頁
以
下
、
中
山
・
前
掲
注（
97
）二
〇
五
頁
以
下
、
長
沼
＝
池
田
・
前
掲
注（
25
）一
〇
二
頁
以
下
〔
長
沼
発
言
〕、
酒
巻
・
前
掲
注

（
64
）
三
〇
九
頁
以
下
等
を
参
照
。

中
山
・
前
掲
注（
97
）二
〇
五
頁
以
下
。

酒
巻
・
前
掲
注（
64
）三
〇
九
頁
以
下
。

な
お
、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
二
〇
一
頁
以
下
は
、「
公
訴
事
実
（
の
同
一
性
）」
概
念
の
性
質
に
つ
き

「
実
在
説
」
と
「
観
念
説
」
を
、
そ
の
判
断
方
法
に
つ
き
「
帰
属
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
「
比
較
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
対
置
す
る
。

佐
藤
文
哉
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
関
す
る
非
両
立
性
の
基
準
に
つ
い
て
」
河
上
和
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
刊
行
会
編
『
河
上
和
雄
先

生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
二
五
一
頁
、
長
沼
＝
池
田
・
前
掲
注（
25
）一
〇
二
頁
以
下
〔
長
沼
発
言
〕
等
。

香
城
・
前
掲
注（
31
）二
八
二
頁
。
同
書
は
、
続
け
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、「
現
在
の
訴
因
を
近
接
す
る
日
時
、
場
所
、
方
法
の
訴

因
に
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
有
無
を
判
断
す
る
と
き
に
も
、
…
…
妥
当
し
、
具
体
的
に
二
つ
の
訴
因
に
示
さ
れ
た

犯
罪
事
実
を
両
立
し
て
含
み
う
る
よ
う
な
社
会
的
事
実
が
存
在
す
る
限
度
で
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
否
定
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
」
と
し

て
い
る
。

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）

（
117
）

（
118
）
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長
沼
＝
池
田
・
前
掲
注（
25
）九
一
頁
〔
池
田
発
言
〕。
そ
の
ほ
か
、
前
掲
注（
32
）掲
記
の
諸
文
献
を
参
照
。

金
築
・
前
掲
注（
32
）一
一
〇
頁
は
、「
そ
も
そ
も
、
起
訴
事
実
と
他
の
事
実
と
の
区
別
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
み
て
も
、
他
の
事
実
の
存

在
自
体
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
程
度
特
定
さ
れ
れ
ば
区
別
で
き
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
が
、

こ
の
こ
と
は
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
別
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

小
野
・
前
掲
註
（
107
）二
五
八
頁
以
下
。

河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
第
二
版
、
二
〇
一
三
年
）
九
二
頁
以
下
〔
吉
田
博
視
〕
は
、
公

訴
の
対
象
と
さ
れ
た
「
事
件
…
…
は
被
告
人
と
犯
罪
事
実
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
特
定
さ
れ
」、「
公
訴
の
効
力
は
被
告
人
に
関
す
る
人
的
範
囲
と

犯
罪
事
実
に
関
す
る
物
的
範
囲
に
よ
っ
て
当
然
に
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
刑
訴
法
二
四
九
条
は
、
公
訴
の
人
的
範
囲
が
、
検
察
官
が
起

訴
状
に
お
い
て
指
定
し
た
被
告
人
以
外
に
及
ば
な
い
こ
と
を
明
文
で
規
定
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
。

平
場
安
治
ほ
か
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
中
巻
』（
青
林
書
院
新
社
、
全
訂
新
版
、
一
九
八
二
年
）
二
二
七
頁
〔
平
場
安
治
〕、
松
尾
監
修
・
前

掲
注（
90
）四
九
一
頁
。

三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
法
辞
典
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
五
頁
〔
寺
崎
嘉
博
〕。

鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
改
訂
版
、
一
九
九
〇
年
）
九
八
頁
。

佐
藤
・
前
掲
注（
61
）一
三
四
頁
は
、「
公
訴
事
実
」
を
「
検
察
官
が
被
告
人
を
処
罰
す
べ
き
根
拠
と
し
て
そ
の
認
定
を
裁
判
所
に
求
め

る
」
事
実
と
し
て
、
渥
美
・
前
掲
注（
1
）八
頁
は
、「
検
察
官
が
告
知
し
た
科
刑
根
拠
た
る
事
実
」
と
し
て
定
義
す
る
。

こ
こ
に
い
う
「
歴
史
的
」
の
語
は
、「
特
定
の
」
あ
る
い
は
「
具
体
的
な
（
実
現
、
具
体
化
さ
れ
た
）」
と
同
義
で
あ
っ
て
、「（
実
体
的
）

真
実
」
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
（
松
田
岳
士
「
刑
事
訴
訟
法
三
一
二
条
一
項
に
つ
い
て
（
二
）
─
─
脱
『
審
判
対
象
論
』
の
試
み
」
阪
大

法
学
六
一
巻
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
四
頁
注（
75
）参
照
）。
刑
事
責
任
追
及
の
事
由
と
な
り
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
一
回
起
性
を

本
質
的
属
性
と
す
る
「
歴
史
的
」
事
実
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
訴
因
な
い
し
公
訴
事
実
に
つ
い
て
「
歴
史
的
事
実
」
の
語
を
用

い
る
こ
と
を
無
暗
に
忌
避
す
る
こ
と
（
田
宮
・
前
掲
注（
97
）一
七
頁
、
笹
倉
宏
紀
「『
訴
因
の
特
定
』
に
関
す
る
試
論
」
研
修
八
三
〇
号
（
二

〇
一
七
年
）
九
頁
等
）
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
あ
る
。

足
立
・
前
掲
注（
111
）七
〇
頁
は
、「
事
件
の
単
一
か
複
数
か
」
が
「
刑
法
上
の
罪
数
論
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
刑
訴

法
が
手
続
法
で
あ
る
こ
と
の
宿
命
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
119
）

（
120
）

（
121
）

（
122
）

（
123
）

（
124
）

（
125
）

（
126
）

（
127
）

（
128
）
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訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義について（三・完）

な
お
、
刑
訴
法
二
五
六
条
二
項
は
、「
罪
名
」
も
起
訴
状
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
定
め
る
が
、
こ
の
事
項
は
、「
公
訴
事
実
」
が
刑
事

責
任
の
追
及
事
由
と
な
る
法
律
（
実
体
法
）
的
理
由
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と
の
関
係
で
は

副
次
的
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
起
訴
状
の
必
要
的
記
載
事
項
に
実
体
法
お
よ
び
手
続
法
と
の
関
係
で
認
め
ら
れ
る

意
義
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
宇
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
102
）二
一
九
頁
以
下
〔
松
田
〕
参
照
。

訴
因
の
特
定
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
訴
因
変
更
の
限
界
が
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

松
田
・
前
掲
注（
127
）三
八
頁
以
下
も
参
照
。

五　

お
わ
り
に

　

⑴　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
起
訴
状
に
お
い
て
「
公
訴
事
実
」、
す
な
わ
ち
、「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
し
て
訴
因
を
明
示
す
る

に
あ
た
っ
て
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
で
き
る
よ
う
に
特
定
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
公
訴
は
、
同
一
被
告
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
を
単
位
と
し
て
成
立
し
、

そ
の
効
力
は
そ
れ
以
外
の
刑
事
責
任
の
追
及
理
由
と
な
る
事
実
に
は
及
ば
な
い
。
刑
訴
法
が
、
起
訴
状
に
お
い
て
、
訴
因
と
し
て
「
罪

と
な
る
べ
き
事
実
」
を
特
定
し
て
、「
公
訴
事
実
」、
す
な
わ
ち
、「
公
訴
の
対
象
事
実
」
を
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
た
上
で
（
二
五
六

条
二
項
・
三
項
）、
訴
因
変
更
の
限
界
を
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
っ
て
画
す
（
三
一
二
条
一
項
）
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
公
訴
の
対
象
と
な
る
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
は
、
当
該
訴
因
と
、
別
個
に
訴
追
の
対
象
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
立
証
過

程
に
表
わ
れ
て
き
た
犯
罪
事
実
と
の
間
に
お
い
て
、
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
が
判
別
で
き
る
よ
う
に
特
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

が
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
可
能
性
」
の
意
義
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
「
他
の
犯
罪
事
実
」
と
の
間
で
の

追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
の
判
別
可
能
性
に
求
め
ら
れ
る
。

（
129
）

（
130
）
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論　　　説
　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
可
能
性
」
の
確
保
は
、
訴
因
に
、「
審
判
」
な
い
し
「
防
御
」
の
対
象
事
実
を
限

定
す
る
以
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
公
訴
」
そ
れ
自
体
の
対
象
事
実
を
限
定
す
る
た
め
の
判
断
指
標
と
し
て
の
機
能
を
保
証
す
る

た
め
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
の
内
容
・
基
準
・
方
法
は
、
同
様
に
公
訴
の
対
象
事

実
の
限
定
の
た
め
に
訴
因
変
更
の
限
界
を
画
す
る
基
準
で
あ
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
複
数
訴
因
間
に
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判

別
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑵　

こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
は
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
訴
因
を
特
定
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も

次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
こ
れ
を
起
訴
状
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
訴
因
は
、
一
つ
の
刑
事
責
任
の
追
及
理
由
と
な
る
事
実
と
し
て
特
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
訴
の
対
象
事

実
た
る
訴
因
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
べ
き
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
は
、「
一
罪

0

0

と
な
る
べ
き
事
実
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
複
数
の

刑
事
責
任
の
追
及
理
由
と
な
る
よ
う
な
事
実
や
、
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
個
数
が
一
つ
か
複
数
か
が
判
別
し
が
た
い
よ
う
な
事
実
の

記
載
は
、
そ
の
特
定
に
欠
け
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
公
訴
の
単
位
が
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
に
求
め

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
つ
か
複
数
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
記
載
で
は
、
公
訴
の
対
象
事
実
の
自
己
限
定
の
機
能
を
果
た
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
訴
因
に
お
い
て
は
、
法
益
侵
害
結
果
（
被
害
）
な
い
し
行
為
と
い
っ
た
当
該
犯
罪
事
実
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
基
本

的
理
由
と
な
る
事
実
関
係
が
、
過
去
に
実
現
な
い
し
具
体
化
さ
れ
た
一
回
起
性
の
「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
が
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
は
い
え
な
い
だ
け
で
な

く
、
他
の
─
─
と
り
わ
け
類
似
の
─
─
犯
罪
事
実
と
の
間
で
、
追
及
さ
れ
る
刑
事
責
任
の
異
同
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が

っ
て
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
決
定
す
る
に
足
り
る
特
定
性
」
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
131
）

（
132
）

（
133
）
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訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義について（三・完）
　

こ
の
刑
事
責
任
追
及
の
基
本
的
理
由
と
な
る
具
体
的
事
実
関
係
は
、
過
去
に
実
現
な
い
し
具
体
化
さ
れ
た
「
歴
史
的
」
な
事
実
と
し

て
、
通
常
は
、
そ
の
日
時
・
場
所
・
方
法
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
、
ま
た
で
き
る
限
り
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
が
、
─
─
た
と
え
ば
、「
人

を
死
亡
さ
せ
た
犯
罪
」
を
被
害
者
に
よ
り
特
定
す
る
場
合
の
よ
う
に
─
─
必
ず
し
も
こ
れ
ら
に
よ
ら
な
け
れ
ば
特
定
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
、
─
─
や
は
り
「
人
を
死
亡
さ
せ
た
犯
罪
」
に
お
い
て
被
害
者
が
特
定
で
き
る
場
合
の
よ
う
に
─
─
最
初
か
ら
理
論
上

想
定
で
き
る
他
の
す
べ
て
の
犯
罪
事
実
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
当
然
に
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
事
案
の
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
が

不
可
能
な
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
日
時
・
場
所
・
方
法
等
に
よ
り
こ
れ
を
特
定
し
、
実
際
に
「
他
の
犯
罪
事
実
」
の
存
在
が
手
続
上

に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
き
に
両
者
の
異
同
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
足
り
る
─
─
具
体
的
に
は
、
そ
れ
が
訴
因
と
は
異
な
る

刑
事
責
任
の
追
及
事
由
で
あ
る
こ
と
を
検
察
官
が
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
両
者
を
同
一
の

刑
事
責
任
を
追
及
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
と
い
う
か
た
ち
で
の
手
続
的
解
決
に
委
ね
れ
ば
足
り
る
─
─
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
か

ら
で
あ
る
。

　

⑶　

も
ち
ろ
ん
、
訴
因
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
が
可
能
」
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
な
く
、
特
定
の
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
」
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
が
（
平
成
二
六
年
決
定
）、
右
の
結
論
は
、
こ
の
う
ち
前
者
の
要
請
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
要
請
と

は
直
接
の
関
係
は
な
い
。

　

実
際
、
た
と
え
ば
、「
人
を
死
亡
さ
せ
た
犯
罪
」
の
訴
因
に
つ
い
て
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
が
可
能
」
で
あ
る
た
め
だ
け
で
あ

れ
ば
、
最
低
限
、
被
害
者
が
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
、
故
意
や
過
失
と
い
っ
た
犯
行
当
時
の
被
告
人
の
主
観
的
事
情
に
関
す
る
事
実

関
係
の
特
定
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
主
観
的
事
情
は
、
同
訴
因
が
、
殺
人
、
傷
害
致
死
、
過
失
致

（
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死
と
い
っ
た
構
成
要
件
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
決
定
づ
け
る
事
情
で
あ
る
か
ら
、「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
」
た
め
に
は
そ
の
明
示
が
不
可
欠
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
が
可
能
で
あ
」
り
、
特
定
の
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
」
程
度
に
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訴
因
の
特
定
・
明
示
に
関
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
公
訴
の

対
象
事
実
」
そ
れ
自
体
の
特
定
と
、
そ
の
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
が
訴
追
理
由
と
な
る
法
律
的
・
事
実
的
内
訳
の
明
示
と
い
う
異
な
る

趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
訴
因
変
更
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
「
限
界
（
可
否
）」
お
よ
び
「
要
否
」
の
判
断

指
標
と
し
て
の
機
能
を
訴
因
に
担
わ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
性
質
を
異
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
意
味
で

の
訴
因
の
明
示
の
要
請
の
具
体
的
な
内
容
お
よ
び
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
別
途
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

⑷　

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
学
説
に
は
、
一
般
に
、
訴
因
の
特
定
・
明
示
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
律
に
、
訴
因
の
「
審
判
対
象
（
事

実
）」
な
い
し
「
防
御
対
象
（
事
実
）」
の
限
定
機
能
と
関
連
づ
け
て
議
論
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も

「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
可
能
性
」
確
保
の
要
請
に
関
し
て
い
え
ば
、
訴
因
の
「
審
判
対
象
（
事
実
）」
な
い
し
「
防
御
対
象
（
事

実
）」
の
限
定
機
能
と
の
関
係
は
間
接
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
直
接
的
に
は
、「
公
訴
対
象
（
事
実
）」
そ
れ
自
体
の
限
定
機
能

と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
同
要
請
と
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
別
可
能
性

と
の
関
係
が
正
面
か
ら
理
論
的
な
検
討
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
、
本
稿
の
検
討
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
訴
因
の
特
定
・
明
示
や
そ
の
変
更
の
限
界
（
可
否
）・
要
否
と
い
っ
た
名
の
下
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
諸
問
題

間
の
関
係
を
体
系
的
に
理
解
し
、
各
問
題
に
つ
い
て
適
切
な
理
論
的
検
討
を
加
え
る
に
は
、「
審
判
対
象
（
事
実
）」
論
と
「
公
訴
対
象

（
事
実
）」
論
を
明
確
に
区
別
し
た
上
で
、
両
者
間
の
関
係
や
個
別
の
問
題
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
く
わ
え
る
必
要
が
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訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義について（三・完）

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
は
、「
審
判
対
象
論
」
お
よ
び
そ
の
下
で
の
「
訴
因
対
象
説
」
の
強
い
影
響
下

に
あ
っ
て
、「
公
訴
事
実
」
の
概
念
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
禁タ

ブ
ー忌

視
さ
れ
て
き
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
十
分
に
行

わ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

　

今
後
、
訴
因
論
を
適
切
に
展
開
さ
せ
て
い
く
に
は
、
こ
の
よ
う
な
禁タ

ブ
ー忌

を
克
服
し
、「
公
訴
対
象
（
事
実
）」
論
と
の
関
係
性
を
意
識

し
つ
つ
、「
審
判
対
象
（
事
実
）」
論
の
射
程
範
囲
を
正
確
に
見
極
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
、「
審
判
対
象
論
」

─
─
お
よ
び
そ
の
下
で
の
「
訴
因
対
象
説
」
あ
る
い
は
「
公
訴
事
実
抹
殺
論
」
─
─
が
従
来
の
訴
因
論
の
展
開
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
の
功
罪
に
つ
い
て
改
め
て
検
証
し
な
お
す
時
期
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

平
場
・
前
掲
注（
123
）三
〇
四
頁
は
、「
訴
因
と
訴
因
と
の
区
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
一
罪
の
場
合
で
あ
っ
て
も
数
罪
に
わ
た
る
場
合

に
も
必
要
で
あ
る
が
、
特
に
後
者
の
場
合
で
一
罪
の
起
訴
か
数
罪
の
起
訴
か
不
明
に
な
る
場
合
は
、
公
訴
事
実
と
し
て
の
特
定
に
も
響
く
の
で

瑕
疵
は
重
大
に
な
る
」
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
観
点
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
実
体
法
（
解
釈
）
上
、
複
数
の
行
為
が
ま
と
め
て
一
つ
の
刑
事
責
任
の
発

生
な
い
し
追
及
の
理
由
と
さ
れ
る
集
合
罪
や
包
括
一
罪
な
ど
の
訴
因
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
罪
性
を
根
拠
づ
け
、
一
罪
と
し
て
の
評
価
に
含
ま

れ
る
範
囲
を
画
す
る
事
情
が
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
を
構
成
す
る
各
行
為
や
こ
れ
に
対
応
す
る
結
果
を
各
別
に
特
定
す

る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

香
城
・
前
掲
注（
31
）二
八
三
頁
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
「
刑
事
責
任
追
及
の
基
本
的
理
由
と
な
る
具
体
的
事
実
関
係
」
と
は
、「
公
訴

事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
別
指
標
と
な
る
「
基
本
的
事
実
関
係
」
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
二
⑺
参
照
。

宇
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
102
）二
二
〇
頁
以
下
〔
松
田
〕
参
照
。

従
来
も
、
訴
因
の
特
定
は
、「
訴
追
対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
た
犯
罪
事
実
の
特
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
主
た
る
争
い
は
「
訴

因
の
変
更
な
ど
を
め
ぐ
り
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
決
定
す
る
に
足
り
る
特
定
性
が
あ
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
」
と
の
指
摘
は
あ
っ
た
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が
（
香
城
・
前
掲
注（
31
）二
八
一
頁
以
下
）、
両
問
題
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
三
年
決
定
と
の
関
係
で
断
片
的
に
論
じ
ら
れ
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
（
注（
97
）掲
記
の
文
献
参
照
）。

三
井
誠
「
訴
因
制
度
の
意
義
」
松
尾
浩
也
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
一
二
四
頁
以
下
。

＊　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
⒞
「
訴
因
論
・
判
決
理
由
論
の
再
構
成
─
─
公
訴
・
防
御
・
審
判
の
対
象
事
実
論
の
体
系
的
構

築
」（
令
和
二
～
四
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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